
9
月月
10
日
（
日
）

日
（
日
）

新
島
村
議
会
議
員
補
欠
選
挙

新
島
村
議
会
議
員
補
欠
選
挙

　

平
成
29
年
9
月
10
日
に
新
島
村
議
会
議
員
補
欠
選
挙
を
行
い
ま
す
。
選
挙
の
告

示
は
、
9
月
5
日
で
す
。
投
票
日
は
9
月
10
日
、
即
日
開
票
と
な
り
ま
す
。
大
切

な
1
票
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
！

■
選
挙
の
日
程

【
投
票
日
】

と
き　

9
月
10
日
（
日
）

　
　
　

 

午
前
7
時
〜
午
後
6
時

【
投
票
所
】

本
村
地
区
…
新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

若
郷
地
区
…
若
郷
会
館

式
根
島
地
区
…

　

式
根
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

【
開
票
日
時
】

と
き　

9
月
10
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　

  

午
後
7
時
〜

場
所　

新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

  

2
階
集
会
室

■
期
日
前
投
票

【
投
票
日
】

9
月
6
日（
水
）〜
9
月
9
日（
土
）

【
投
票
場
所
】

本
村
地
区
…

住
民
セ
ン
タ
ー
1
階
会
議
室

式
根
島
地
区
…
式
根
島
支
所

若
郷
地
区
…
若
郷
会
館

■
不
在
者
投
票

【
郵
送
期
間
】

9
月
4
日（
月
）〜
9
月
8
日（
金
）

　

滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会

で
、
投
票
が
で
き
ま
す
。
新
島

村
選
挙
管
理
委
員
会
へ
、
投
票

用
紙
を
ご
請
求
く
だ
さ
い
。
投

票
用
紙
な
ど
を
9
月
4
日
か
ら

滞
在
先
に
郵
送
し
ま
す
。

　

郵
送
で
の
や
り
と
り
で
す
の

で
、
早
め
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

【
請
求
締
切
】
9
月
4
日
（
日
）

【
投
票
受
付
期
間
】

9
月
6
日（
水
）〜
9
月
9
日（
土
）

　

告
示
日
の
翌
日
か
ら
投
票
日

の
前
日
ま
で
（
時
間
に
つ
い
て

は
、
投
票
先
に
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
）。

【
投
票
用
紙
の
請
求
】

　

は
が
き
や
便
せ
ん
な
ど
に
次

の
こ
と
を
書
い
て
、
新
島
村
選

挙
管
理
委
員
会
ま
で
郵
送
し
、

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

①
住
所
（
新
島
村
の
住
所
）、
②

氏
名
③
生
年
月
日
、
④
滞
在
先

の
住
所

⑤
滞
在
先
の
電
話
番
号

※
滞
在
先
の
住
所
は
、
建
物
名
、

部
屋
番
号
な
ど
詳
し
く
書
い
て

く
だ
さ
い
。

※
入
院
さ
れ
て
い
る
皆
様
方
は
、

入
院
先
の
病
院
等
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

【
投
票
方
法
】

　

滞
在
先
の
区
市
町
村
選
挙
管

理
委
員
会
の
投
票
所
に
投
票
。

　

ま
た
、
病
院
や
そ
の
他
医
療

施
設
に
滞
在
の
方
は
、
そ
の
施

設
の
院
長
な
ど
を
通
じ
て
投
票

が
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
投
票
用
紙
請
求
先

〒
１
０
０-

０
４
０
２

東
京
都
新
島
村
本
村
１-
１-
１

新
島
村
選
挙
管
理
委
員
会

☎
０
４
９
９
２
（
５
）
０
２
４
０

fax
０
４
９
９
２
（
５
）
１
３
０
４

五
島
を
つ
な
ぐ　

　
　
　
　

〜
支
庁
の
窓
〜　

№
35

　

大
島
支
庁
港
湾
課
で
は
、
大
島
、
利
島
、
新
島
、
式
根

島
、
神
津
島
の
各
港
に
お
い
て
、
安
全
性
や
利
便
性
を
高

め
る
た
め
の
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
中

か
ら
、
羽
伏
漁
港
の
岸
壁
建
設
工
事
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。
本
工
事
は
既
設
の
防
波
堤
を
岸
壁
と
す
る
た
め
の
整

備
で
す
。

　

羽
伏
漁
港
は
１
島
2
港
方
式
に
よ
り
新
島
港
を
補
完
す

る
漁
港
で
あ
り
、
定
期
貨
客
船
が
接
岸
で
き
る
特
定
目
的

岸
壁
を
保
有
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
新
島
港
に
比
べ

て
使
用
頻
度
が
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
た
め
、
接

岸
す
る
方
向
を
変
え
、
新
た
な
岸
壁
を
設
け
る
こ
と
で
新

島
全
体
の
就
航
率
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

今
後
も
港
湾
事
業
へ
の
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◀
工
事
前

◀
工
事
中

岸
壁
と
し
て
整
備
を
す
す
め
る
部
分

3
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